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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットに接続されて発送者端末より送信される文書の画像データと宛先データ
とを受信する文書作成配送サーバと、
　前記宛先データから一意に定まり、印刷スケジュール作成プログラムを備え、インター
ネットを介して前記文書作成配送サーバから転送された前記画像データと前記宛先データ
を文書に印刷させる印刷サーバと、
　前記宛先データから一意に定まり、配送スケジュール作成プログラムを備え、インター
ネットを介して前記印刷サーバから送信された印刷時間を受信して予め記憶されている物
流サーバスケジュールデータの空時間帯を検索して印刷サーバのある場所への受け取りの
占有時間を記録する物流サーバとを備える文書作成配送システムにおいて、
　前記文書作成配送サーバは宛先データから地域ごとに定められたエリアコードを特定し
、前記エリアコードに対応付けてある印刷サーバと物流サーバとエリアに関連する広告デ
ータを選択し、
　前記印刷サーバは、前記印刷スケジュール作成プログラムによって前記文書作成配送サ
ーバより送信される発注情報を受信して予め記憶されている印刷サーバスケジュールデー
タの空時間帯を検索して印刷の占有時間を記録する印刷スケジュールを決定して前記物流
サーバに印刷時間を送信するとともに、前記文書作成配送サーバから受信した画像データ
と宛先データとを前記印刷スケジュールに従って前記印刷手段によって印刷させ、
　前記物流サーバはその配送スケジュール作成プログラムによって前記印刷サーバより送
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信される前記印刷時間を受信して予め記憶されている物流サーバスケジュールデータの空
時間帯を検索して前記印刷サーバのある場所への受け取りの占有時間を記録することで配
送スケジュールを決定し、
　前記文書作成配送サーバにおいて、各発送者と各受取者の各宛先ごとに予め固有の送信
番号が電子メールで配信されて、印刷物の配送時期が経過した後にランダム演算によって
当選送信番号が選出され、発送者端末と受信者端末に前記当選送信番号が発送されること
を特徴とする文書作成配送システム。
【請求項２】
　前記印刷サーバは、前記文書作成配送サーバから前記画像データと前記宛先データの他
に広告データを受信し、印刷させることを特徴とする請求項１記載の文書作成配送システ
ム。
【請求項３】
　インターネットに接続されて発送者端末より送信される文書の画像データと宛先データ
とを受信する文書作成配送サーバと、
　前記宛先データから一意に定まり、インターネットを介して前記文書作成配送サーバか
ら転送された前記画像データと前記宛先データを文書に印刷手段によって印刷させる印刷
サーバと、
　前記宛先データから一意に定まり、インターネットを介して前記印刷サーバより送信さ
れる印刷時間を受信して予め記憶されている物流サーバスケジュールデータの空時間帯を
検索して印刷サーバのある場所への受け取りの占有時間を記録する物流サーバとを備える
文書作成配送システムにおいて、
　前記文書作成配送サーバは宛先データから予め地域毎に定めておいたエリアコードを導
出する工程と、
　前記エリアコードに対応するよう定めておいた印刷サーバと物流サーバと広告データと
を選択する工程と、
　印刷サーバは文書作成配送サーバから受信した発注情報に基づいて印刷スケジュールを
決定して前記物流サーバに印刷時間を送信し、前記文書作成配送サーバから受信した画像
データと宛先データとを前記印刷スケジュールに従って前記印刷手段に印刷させる工程と
、
　前記物流サーバは前記印刷サーバより送信される前記印刷時間を受信して予め記憶され
ている物流サーバスケジュールデータの空時間帯を検索して前記印刷サーバのある場所へ
の受け取りの占有時間を記録することで配送スケジュールを決定する工程と、
　前記文書作成配送サーバにおいて、各発送者と各受取者の各宛先ごとに予め固有の送信
番号が電子メールで配信されて、印刷物の配送時期が経過した後にランダム演算によって
当選送信番号が選出され、発送者端末と受信者端末に前記当選送信番号が発送される工程
と
を実行させることを特徴とする文書作成配送プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、文書を遠隔地に作成して配送させる文書作成配送システムであって、特に文
書を配送先近傍で印刷して効率の良い配送を可能にする文書作成配送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、家庭において文書を複数の宛先に発送する場合、複数部の紙や葉書に印刷して其
々に宛先を明記して郵便局や近年では宅配便サービスに委ねて発送している。印刷をする
場合は、自宅のパソコン上で作成してプリンタで印刷することができる。この場合、印刷
を自ら行なわれなければならない。また、ＤＰＥ店で写真とイラストを組合わせた画像か
らなる葉書を印刷し、宛名を書いて発送することもできる。具体的には、年賀状、暑中見
舞い、結婚報告、子供の出生報告等に多用されている。
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【０００３】
　ところで、近年のインターネットの発達により電子メールやホームページを活用した方
式も提案されているが、印刷された葉書等は受取人が労せずして写真等が得られるために
根強い人気を有している。
【０００４】
　しかし、葉書を発送者が発送者のＰＣ等で印刷したり、発送者の近隣の印刷業者に依頼
する場合に、印刷が完了した葉書等を近隣の郵便局や宅配業者から依頼することとなる。
さらに、この場合、葉書は近隣の郵便局や宅配業者から宛先まで物理的に配送する必要が
生じる。直筆の署名を送付する必要がある場合を除き、葉書を送付する場合に物理的に直
筆の文章を送る必要のない場合も多い。
【０００５】
　そこで、特許文献１乃至４のように葉書の送信を一部ネットワーク回線を利用して送信
する場合が提案されている。
【０００６】
　例えば、特許文献１では、「受注者が注文されたデータに基づいて印刷を行い発注者に
返却することなく安全に印刷物を配達する」ために、「端末から写真等の絵情報と宛先等
の文字情報と各情報を関連付ける関連情報を受信し、受信された前記絵情報と前記文字情
報と前記関連情報から表面及び裏面の印刷情報を作成するとともに、前記端末に前記表面
及び裏面の印刷情報を提供し、前記端末にて印刷情報を確認後印刷の注文を受け付けた後
に、表面と裏面の印刷情報を用いて印刷し、印刷された表面の宛先に投函する指示を行い
、投函が終了すれば前記端末に投函完了の通知を発行する」発明について記載されている
。
【０００７】
　また、特許文献２は、「旅先や出先であっても、相手を問わず、自分が写った写真が印
刷された葉書のようなカードを作成して即座に配送し得る」ために、「印刷事業者のコン
ピュータシステムとコンピュータネットワークで接続された通信端末装置により前記印刷
事業者へ写真入りカードの作成および配送を発注して写真入りカードの発送を行う方法で
あって、カードに印刷される画像と宛先および差出人を含むテキストデータとを通信端末
装置よりコンピュータネットワークへ送信して印刷事業者へ写真入りカードの作成および
配送を発注し、前記印刷事業者は、コンピュータネットワークを介して送られてきた画像
およびテキストデータをコンピュータシステムで受信して写真入りカードの作成および配
送を受注した後、受信した画像と所定のテキストデータとをカードに印刷して写真入りカ
ードを作成しかつ配送する」発明が開示されている。
【０００８】
　さらに、特許文献３は、「第１に、大量のはがきを作成する場合でも、受取人毎に個別
の文面を指定することができ、しかも、宛先情報などの管理も確実に行えるようにし、第
２に、懸賞を積極的に利用して利用者の拡大を図ることができる」ように、「会員登録し
た差出人毎に設定された受取人に関するデータを記憶するデータベースを備えこのデータ
ベースに対する入出力処理を行うデータベースサーバと、差出人がネットワークを通じて
前記データベースサーバにアクセス可能であって、郵便物作成に必要な情報として前記デ
ータベースに記憶された会員番号、受取人の選択、文書内容を入力可能な差出人端末装置
と、前記データベースサーバからの指示により、前記差出人により選択された前記受取人
および文書内容を読出し、選択された受取人を宛先として指定された文書内容で印刷をし
て発送可能な状態に郵便物を作成する印刷サーバとを備え、前記データベースサーバは、
発送された前記郵便物に関するデータを、前記差出人毎に設定された受取人に関するデー
タのデータベースと一体として記憶させる」発明である。
【０００９】
　そのうえ、特許文献４では、「従来の文書作成発行代行業者では文書の作成などに一定
の手間を要するために大量の送付物の送付を行なう場合にはコストが下がるものの、少量
の送付物の送付等では依然としてコストが高かった。従って、従来の文書作成発行代行業
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者は大量の送付物を送付する大口の契約を有する法人の顧客を対象としているのが一般的
であった。逆に、たとえば、一般個人の顧客が１つの文面で多くの送付物を送付する必要
の有る年賀状のような送付物の送付を文書作成発行代行業者に依頼するには大きなコスト
がかかる問題があり、従来の文書作成発行代行業者も一般個人から依頼を受けないことが
多かった。しかし、個人においても、年賀状やクリスマスカードなど毎年決められた日に
ほぼ同じ文面で発送をする送付物などは文書作成発行代行業者に依頼したいという一般個
人のニーズがある」という課題を解決するものである。これに対して、「制御手段と会員
データ記憶手段と文書データ記憶手段と出力手段とを備え、インターネットに接続された
葉書作成印刷システムであって、該制御手段はインターネットに接続された広告依頼企業
の端末から広告依頼企業の広告掲載を希望する受取人のデータと広告データと葉書のデザ
インデータとを受け取り、広告掲載を希望する受取人のデータを会員データ記憶手段に格
納し広告データと葉書のデザインデータとを文書データ記憶手段に格納し、該制御手段は
インターネットに接続された葉書作成依頼主の端末から発送先氏名および発送先住所と特
徴情報と葉書に書くべき文面とを受け取り、格納された前記広告掲載を希望する受取人の
データと該特徴情報とを比較して合致している広告依頼企業を選択し、該制御手段は該選
択された広告依頼企業に対応する広告データと葉書のデザインデータとを文書データ記憶
手段から読み出し、広告データと葉書のデザインデータと葉書に書くべき文面とを葉書作
成データとして作成し、前記発送先氏名および発送先住所から宛名データを作成して該出
力制御手段に送信し、該出力手段は該宛名データと該葉書作成データとに基づいて該選択
された広告依頼企業に対応する広告と葉書のデザインと葉書に書くべき文面と発送先氏名
と発送先住所とを葉書の所定の位置に印刷して葉書を作成する」ものである。
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－２３２９００号公報
【特許文献２】特開２００２－４４３５５号公報
【特許文献３】特開２００３－５８６０７号公報
【特許文献４】特許第３３５９３３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記文献では、何れも印刷工程までを一括して受注し、その後、郵便局や宅配業者に委
託する方法が開示されている。しかし、印刷と物流を別システムとすることは必ずしも効
率的ではない。これは、物流の需要の発生が予測がつかないため、依頼を受けてから荷物
を回収、あるい依頼がなくとも定期便で回収する必要があるためである
【００１２】
　また、既存の提案では印刷場所についての最適化はなされているものの、物流の最適化
についての提案がなされていないものもある。
【００１３】
　例えば、特許文献１では、印刷機を宛先近くのものを選択することが示されており、印
刷機の選択によってのみ配達コストの削減と配達時間の短縮についてのみ示されている。
配達の効率化による配達コストの削減と配達時間の短縮については特に示されていない。
【００１４】
　特許文献２では、印刷業者が葉書ＣＤを作成して郵便局に運んで投函する旨が記載され
ており、郵便局に対してのコントロールについては特に開示がなされていない。
【００１５】
　特許文献３では、その図３に郵便局に発送して郵便局が配達するフローが開示されてい
る。しかし、郵便局へのコントロールは請求項２１にあるように区分けを行なう程度であ
って、積極的な効率化が十分に行われてはいない。
【００１６】
　特許文献４では、葉書文書作成代行業者は葉書を個人宛に郵送により送付することが明
細書並びに図１に記載してある。しかしながら、郵便局等へ対するコントロールは特に開
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示されていない。
【００１７】
　そこで、印刷場所も、物流提供のタイミングと場所も受取人の所在地に最適化すること
でコストダウンを図ることや到達速度の短縮を含む効率化ができる以上は両者の最適化が
なされることが好ましい。
【００１８】
　さらに、コスト負担を印刷者と物流者並びにシステムのみに配分せずさらなる負担軽減
の仕組みをシステム内部に組込むことが望ましい。
【００１９】
　そのうえ、発送者の利用コストの他にシステム全体の魅力を上昇させる仕組みをシステ
ム内に組込むことも望ましい。
【００２０】
　すなわち、物理的に生成される葉書は受取人の近傍で印刷され配送されることで物流コ
ストを低下させることが可能となる。しかしながら、現状では印刷装置を受取人近傍の装
置を利用することでコストを削減する方法は提案されるものの物流については、既存のシ
ステムが提案されるのみで更なる効率化については十分になされていない。
【００２１】
　そこで、本発明の目的は、以上の課題である印刷場所の最適化と物流の最適化を同時に
図ること、また文書作成の発送者へのコスト負担を削減すること、発送者と受取者の両者
への本文書作成システムの魅力を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明に係る第一の側面である文書作成配送システムは、インターネットに接続されて
発送者端末より送信される文書の画像データと宛先データとを受信する文書作成配送サー
バと、前記宛先データから一意に定まり、印刷スケジュール作成プログラムを備え、イン
ターネットを介して前記文書作成配送サーバから転送された前記画像データと前記宛先デ
ータを文書に印刷させる印刷サーバと、前記宛先データから一意に定まり、配送スケジュ
ール作成プログラムを備え、インターネットを介して前記印刷サーバから送信された印刷
時間を受信して予め記憶されている物流サーバスケジュールデータの空時間帯を検索して
印刷サーバのある場所への受け取りの占有時間を記録する物流サーバとを備える文書作成
配送システムにおいて、前記文書作成配送サーバは宛先データから地域ごとに定められた
エリアコードを特定し、前記エリアコードに対応付けてある印刷サーバと物流サーバとエ
リアに関連する広告データを選択し、前記印刷サーバは、前記印刷スケジュール作成プロ
グラムによって前記文書作成配送サーバより送信される発注情報を受信して予め記憶され
ている印刷サーバスケジュールデータの空時間帯を検索して印刷の占有時間を記録する印
刷スケジュールを決定して前記物流サーバに印刷時間を送信するとともに、前記文書作成
配送サーバから受信した画像データと宛先データとを前記印刷スケジュールに従って前記
印刷手段によって印刷させ、前記物流サーバはその配送スケジュール作成プログラムによ
って前記印刷サーバより送信される前記印刷時間を受信して予め記憶されている物流サー
バスケジュールデータの空時間帯を検索して前記印刷サーバのある場所への受け取りの占
有時間を記録することで配送スケジュールを決定し、前記文書作成配送サーバにおいて、
各発送者と各受取者の各宛先ごとに予め固有の送信番号が電子メールで配信されて、印刷
物の配送時期が経過した後にランダム演算によって当選送信番号が選出され、発送者端末
と受信者端末に前記当選送信番号が発送されることを特徴とする。
【００２３】
　また、前記印刷サーバは、前記文書作成配送サーバから前記画像データと前記宛先デー
タの他に広告データを受信し、印刷させることを特徴とする。
【００２４】
　本発明に係る第二の側面である文書作成配送プログラムは、インターネットに接続され
て発送者端末より送信される文書の画像データと宛先データとを受信する文書作成配送サ
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ーバと、前記宛先データから一意に定まり、インターネットを介して前記文書作成配送サ
ーバから転送された前記画像データと前記宛先データを文書に印刷手段によって印刷させ
る印刷サーバと、前記宛先データから一意に定まり、インターネットを介して前記印刷サ
ーバより送信される印刷時間を受信して予め記憶されている物流サーバスケジュールデー
タの空時間帯を検索して印刷サーバのある場所への受け取りの占有時間を記録する物流サ
ーバとを備える文書作成配送システムにおいて、前記文書作成配送サーバは宛先データか
ら予め地域毎に定めておいたエリアコードを導出する工程と、前記エリアコードに対応す
るよう定めておいた印刷サーバと物流サーバと広告データとを選択する工程と、印刷サー
バは文書作成配送サーバから受信した発注情報に基づいて印刷スケジュールを決定して前
記物流サーバに印刷時間を送信し、前記文書作成配送サーバから受信した画像データと宛
先データとを前記印刷スケジュールに従って前記印刷手段に印刷させる工程と、前記物流
サーバは前記印刷サーバより送信される前記印刷時間を受信して予め記憶されている物流
サーバスケジュールデータの空時間帯を検索して前記印刷サーバのある場所への受け取り
の占有時間を記録することで配送スケジュールを決定する工程と、前記文書作成配送サー
バにおいて、各発送者と各受取者の各宛先ごとに予め固有の送信番号が電子メールで配信
されて、印刷物の配送時期が経過した後にランダム演算によって当選送信番号が選出され
、発送者端末と受信者端末に前記当選送信番号が発送される工程とを実行させることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明を実施することで、第一に文書を作成して配送する際の印刷の場所と物流の最適
化を図り、文書を紙媒体に印刷された状態での移動量を小さくして移動時間を短縮し、移
動コストの削減を図ることを可能にする。
【００２６】
　第二に本発明を実施することで、発送者と受取者の両者へコスト削減の他にもインセン
ティブが働くような効果を得ることができる。
【００２７】
　第三に本発明を実施することで、文書作成及び発送の発送者のコスト負担を低下させる
と共に、特定の地域等に対象を限定した広告宣伝の機会を創出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に、この発明の実施形態例を、図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００２９】
　本発明に係る文書作成配送システムの実施例１である全体構成図を図１に示す。文書作
成配送システム１０は、文書作成配送サーバ１２、発送者端末１４、印刷サーバ１６と物
流サーバ１８、受取者端末１９とから構成され、それぞれ電話回線または専用通信回線に
よってインターネット２０に接続される。
【００３０】
　文書作成配送サーバ１２は、データ入力手段２２、中央制御手段２４、データ出力手段
２６、プログラム記憶手段２８を備えている。
【００３１】
　データ入力手段２２は、中央制御手段２４に接続されていて、電子メールによるデータ
入力と他のサーバからの直接アクセスによるデータ入力とウェブによるデータ入力を受信
する。
【００３２】
　中央制御手段２４は、データ入力手段２２とデータ出力手段２６とプログラム記憶手段
２８と文書作成配送データベース３０に接続されている。中央制御手段２４はデータ入力
手段２２とデータ出力手段２６の制御と、プログラム記憶手段２８に格納されているプロ
グラムに従って、データ入力手段２２によって受信したデータと文書作成配送データベー
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ス３０に格納されるデータを制御および管理を担い、データ出力手段２６へ出力する。
【００３３】
　データ出力手段２６は、インターネット２０を介して発送者端末１４と印刷サーバ１６
と物流サーバ１８と受取者端末１９と接続され、中央制御手段２４で生成したデータを電
子メールにより他の端末やサーバへ出力し、また中央制御手段２４で生成したデータを他
のサーバへ直接アクセスにより出力する。
【００３４】
　プログラム記憶手段２８には、印刷サーバ決定プログラム３２、配送先決定プログラム
３４、広告決定プログラム３６、くじ当選番号決定プログラム３８が格納される（図２）
。印刷サーバ決定プログラム３２は、受取者の住所に直近の印刷サーバを決定するプログ
ラムである。配送先決定プログラム３４は、受取者の住所に直近の物流サーバを決定する
プログラムである。広告決定プログラム３６は、作成される文書に印刷される広告データ
を住所から決定するプログラムである。くじ当選番号決定プログラム３８は、発送された
文書毎に付される文書番号４０の中から抽選で当選番号を選択するプログラムである。
【００３５】
　文書作成配送データベース３０は、ウェブデータ４１、発送者データ４２、文書サンプ
ルデータ４４、画像サンプルデータ４６、広告データ４８、住所コード５０、印刷サーバ
コード５２、物流サーバコード５４、広告コード５６が格納される(図１）。
【００３６】
　ウェブデータ４１は、発送者が発送者データを入力するための発送人登録画面と、発送
者が受取人データを入力するための受取人登録画面、文書の文面を登録するための文章登
録画面と、文書に掲載する画像をアップロードするための画像登録画面とが予め登録され
ている。
【００３７】
　発送者データ４２は、発送者の氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番号
、受取者の宛先の氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番号のリストである
。さらに、作成した文書のデータも含まれる。
【００３８】
　文書サンプルデータ４４は、文書に掲載する文章のサンプルデータである。具体的には
、「新居案内文、出産内祝文、お見舞い文、招待状、案内状、開業案内、来場御礼、転属
挨拶、年賀状、暑中はがき、喪中はがき、新社屋案内、発表会案内、新装案内」等の文章
が格納される。本発明では、文書として主に葉書を想定しているが、葉書に限定されるも
のではなく、封書も文書とし生成できる。
【００３９】
　画像サンプルデータ４６は、さまざまなイラストや写真データであり、著作権上問題の
ないデータが格納される。例えば、年賀状用には干支のイラストが複数種類格納される。
【００４０】
　広告データ４８は、文書に掲載する広告の画像データである。特定の地域に配布される
広告と、地域を特定しない広告とが存在する。ここで、特定の地域に配布される広告には
指定住所コードが定められ、指定住所コード宛の文書に印刷される。
【００４１】
　住所コード５０は、郵便番号、電話番号、住民基本台帳ネットワークに関連する番号、
緯度と経度から定まるグリッドロケータ等を用いることができる(図９）。
【００４２】
　印刷サーバコード５２は、印刷サーバ１６其々に一つ与えられる固有のコードである(
図１０）。例えば、日本全国を印刷サーバ１６の台数の地域ブロックに分割して各印刷サ
ーバ１６と地域ブロックを対応させる。その地域毎に割り振られたコードが印刷サーバコ
ード５２である。また、その地域ブロックに含まれる住所コード５０が印刷サーバコード
５２に対応する印刷サーバ住所コード５８である。印刷サーバ住所コード５８は、印刷サ
ーバコード５２と共に文書作成配送データベース３０に格納される。



(8) JP 4142684 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

【００４３】
　物流サーバコード５４は、物流サーバ１８其々に一つ与えられる固有のコードである。
例えば、日本全国を物流サーバ１８の台数の地域ブロックに分割して各物流サーバ１８と
地域ブロックを対応させる。その地域毎に割り振られたコードが物流サーバコード５４で
ある。また、その地域ブロックに含まれる住所コード５０が物流サーバコード５４に対応
する物流サーバ住所コード６０である。物流サーバ住所コード６０は、物流サーバコード
５４と共に文書作成配送データベース３０に格納される(図１１）。
【００４４】
　広告コード５６は、各広告データ４８に対応するコードである。各広告データ４８は、
日本全国を対象とする広告と特定の地域のみを対象とする広告データとがあり、それぞれ
対象とする住所コードを広告住所コード６２として広告コード５６共に文書作成配送デー
タベース３０に格納される。この広告住所コード６２は図示されない。
【００４５】
　発送者端末１４および受取者端末１９は、コンピュータ、携帯電話であり、インターネ
ット２０に接続されウェブブラウザ６４を内蔵してウェブ閲覧、データ入力が可能な端末
から構成される。また、これらの端末は電子メールの送受信が可能なメールソフト６６を
内蔵する(図１）。
【００４６】
　印刷サーバ１６は、データ入力手段６８、中央制御手段７０、データ出力手段７２、プ
ログラム記憶手段７４および印刷手段７６を備えている。
【００４７】
　データ入力手段６８は文書作成配送サーバ１２のデータ入力手段２２と同様の動作が行
えるよう中央制御手段７０に接続されていて、電子メールによるデータ入力と他のサーバ
からの直接アクセスによるデータ入力とウェブによるデータ入力を受信するよう構成され
る。
【００４８】
　中央制御手段７０は、データ入力手段６８とデータ出力手段７２とプログラム記憶手段
７４と印刷手段７６と印刷データベース７８に接続されている。中央制御手段７０はデー
タ入力手段６８とデータ出力手段７２の制御と、プログラム記憶手段７４に格納されてい
るプログラムに従って、データ入力手段６８によって受信したデータと印刷データベース
７８に格納されるデータを制御および管理を担い、データ出力手段７２へ出力する。また
、印刷手段７６は文書を葉書や信書として発送できる状態となるよう、書面と宛先を印刷
できるよう構成される。
【００４９】
　データ出力手段７２は、インターネット２０を介して文書作成配送サーバ１２と発送者
端末１４と物流サーバ１８と受取者端末１９と接続され、中央制御手段７０で生成したデ
ータを電子メールにより他の端末やサーバへ出力し、また中央制御手段７０で生成したデ
ータを他のサーバへ直接アクセスにより出力する。
【００５０】
　プログラム記憶手段７４は、印刷スケジュール作成プログラム８０と印刷プログラム８
２とが格納される（図２）。
【００５１】
　印刷スケジュール作成プログラム８０は、文書作成配送サーバ１２から送信される葉書
の発送者データを基に印刷サーバの印刷サーバスケジュールデータ８４の空時間帯を検索
して文書番号４０と占有時間を算出して記録させるプログラムである。スケジュールが予
約日から１日以上空きがない場合は他の印刷サーバへ転送する。また、印刷サーバスケジ
ュールデータ８４を文書作成配送サーバ１２と物流サーバ１８へ送信する。
【００５２】
　印刷プログラム８２は、印刷サーバスケジュールデータ８４に沿って印刷信号を印刷手
段７６に送信して印刷させる。
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【００５３】
　印刷手段７６は、プリンタであり印刷サーバ１６に搭載される印刷プログラム８２によ
って文書を印刷する(図１）。
【００５４】
　印刷データベース７８は、印刷サーバスケジュールデータ８４と発送者データ８６とが
格納される。
【００５５】
　印刷サーバスケジュールデータ８４は、印刷サーバ１６の印刷予定が記録される予定表
であり、文書作成配送サーバ１２によって送付される発送者データによって定まる。日時
情報と文書番号４０からなり、既に予定のない日時情報には上書きが可能であり、既に予
定が記載されている日時情報には上書きができない。ただし、時刻の変更は可能とする。
【００５６】
　発送者データ８６は、発送者の氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番号
、受取者の宛先の氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番号のリストである
。さらに、作成した文書のデータも含まれる。
【００５７】
　物流サーバ１８は、データ入力手段８８、中央制御手段９０、データ出力手段９２およ
びプログラム記憶手段９４を備えている。
【００５８】
　データ入力手段８８は文書作成配送サーバ１２のデータ入力手段２２と同様の動作が行
えるよう中央制御手段９０に接続されていて、電子メールによるデータ入力と他のサーバ
からの直接アクセスによるデータ入力とウェブによるデータ入力を受信するよう構成され
る。
【００５９】
　中央制御手段９０は、データ入力手段８８とデータ出力手段９２とプログラム記憶手段
９４に接続されている。中央制御手段９０はデータ入力手段８８とデータ出力手段９２の
制御と、プログラム記憶手段９４に格納されているプログラムに従って、データ入力手段
８８によって受信したデータと配送データベース１００に格納されるデータの制御および
管理を担い、データ出力手段９２へ出力する。
【００６０】
　データ出力手段９２は、インターネット２０を介して文書作成配送サーバ１２と発送者
端末１４と印刷サーバ１６と受取者端末１９と接続され、中央制御手段９０で生成したデ
ータを電子メールにより他の端末やサーバへ出力し、また中央制御手段９０で生成したデ
ータを他のサーバへ直接アクセスにより出力する。
【００６１】
　プログラム記憶手段９４は、配送スケジュール作成プログラム９６が格納される（図２
）。
【００６２】
　配送スケジュール作成プログラム９６は、印刷サーバ１６から送信される葉書の発送者
データを基に物流サーバ１８の物流サーバスケジュールデータ９８の空時間帯を検索して
文書番号４０と占有時間を算出して記録させるプログラムである。スケジュールが予約日
から１日以上空きがない場合は他の物流サーバへ転送する。また、物流サーバスケジュー
ルデータ９８を文書作成配送サーバ１２と印刷サーバ１６へ送信する。
【００６３】
　配送データベース１００は、物流サーバスケジュールデータ９８と発送者データ１０２
が格納される(図１）。
【００６４】
　物流サーバスケジュールデータ９８は、配送予定が記録される予定表であり、印刷サー
バ１６によって送付される発送者データによって定まる。日時情報と文書番号４０からな
り、既に予定のない日時情報には上書きが可能であり、既に予定が記載されている日時情
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報には上書きができない。ただし、一部修正は上書き可能とする。
【００６５】
　発送者データ１０２は、発送者の氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番
号、受取者の宛先の氏名、住所、郵便番号、電子メールアドレス、電話番号のリストであ
る。さらに、作成した文書のデータも含まれる。
【００６６】
　続いて、図１乃至図１３を用いて本発明に係る文書作成配送システムの動作について説
明する。
【００６７】
　図３は、本発明に係る文書作成配送システムにおける発送者端末と文書作成配送サーバ
のフローチャートを示す。図３によって本発明に係る文書作成配送システムの文書作成配
送サーバ１２と発送者端末１４の動作について説明する。まず、発送者端末１４から文書
作成依頼のアクセス信号が送信されると、印刷サーバ決定プログラム３２によって図５に
示す発送人登録用画面が、文書作成配送データベース３０からウェブデータ４１として送
信される。すると発送人登録用ウェブページのデータは、発送者端末１４のモニタ画面に
表示される。
【００６８】
　発送者によって、発送者情報である発送人氏名と郵便番号と住所と電子メールアドレス
と電話番号とが発送者端末１４に入力される。入力された発送者情報は、発送人登録用ウ
ェブページの「次へ」ボタンが選択されると発送者端末１４から文書作成配送サーバ１２
へ送信される（Ａ２）。
【００６９】
　文書作成配送サーバ１２では、印刷サーバ決定プログラム３２が発送者情報を受信して
文書作成配送データベース３０に格納する（Ｂ１２）。
【００７０】
　続いて、発送人登録用ウェブページの「次へ」ボタンが選択されると、その選択信号が
発送者端末１４から文書作成配送サーバ１２へ送信されて、印刷サーバ決定プログラム３
２によって図６に示す受取人登録用画面のデータが、文書作成配送データベース３０から
ウェブデータ４１として送信される。すると受取人登録用ウェブページのデータは、発送
者端末１４のモニタ画面に表示される。
【００７１】
　発送者によって、受取人情報である受取人氏名と郵便番号と住所と電子メールアドレス
と電話番号とが発送者端末１４に入力される。入力された受取者情報は、受取人登録用ウ
ェブページの「受取人追加」ボタンが選択されるとさらなる受取人登録用ウェブページが
表示され入力可能となる。必要な受取人情報を入力した後に受取人登録用ウェブページの
「次へ」ボタンが選択されると発送者端末１４から文書作成配送サーバ１２へ受取人情報
が送信される（Ａ４）。
【００７２】
　文書作成配送サーバ１２では、印刷サーバ決定プログラム３２が受取人情報を受信して
文書作成配送データベース３０に格納する（Ｂ１４）。
【００７３】
　ここで、印刷サーバ決定プログラム３２は、入力された受取人情報の住所より住所番号
を算出して登録する。ここで、印刷サーバ決定プログラム３２は文書作成配送データベー
ス３０に記録される住所コード５０から住所番号が検索される。住所コード５０は、図９
に示すように全国の字または丁に対して定められる住所番号と対応の字または丁が記載さ
れる。例えば、図９に示されるように住所が「東京都港区芝大門」の場合には、検索によ
って「105-0012」と算出される。検索されると、この「東京都港区芝大門」が「105-0012
」である情報は文書作成配送データベース３０にも格納される（Ｂ１６）。
【００７４】
　続いて印刷サーバ決定プログラム３２は、決定された住所番号と、文書作成配送データ
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ベース３０に記録される広告コード５６から広告番号を算出する（Ｂ１８）。すなわち、
住所番号毎に予め広告番号を定めておき、住所番号と広告番号の対応表が広告コード５６
である。ここで、広告番号は、文書に記載する広告であり、文書の発送地域ごとに予め登
録することができる。
【００７５】
　受取人情報が送信された後に印刷サーバ決定プログラム３２は発送者端末１４へ、文書
登録画面（図７）のデータを送信する。
【００７６】
　送信された発送者端末１４は、例文検索によって、文書の内容に応じた例文を検索して
選択することや、自由文章を入力することができるよう設定される。例文検索は、文章の
種類を選択して例文を表示させ、適切な例文が表示された際に選択ボタンで選択できるよ
うに構成される。この例文検索用の文章データは、文書作成配送データベース３０に文書
サンプルデータ４４として文章の種類毎に格納される。
【００７７】
　最終的に例文または自由文章であっても文章が確定した場合は、文書登録画面ウェブペ
ージ（図７）の「文章入力」ボタンを選択することで、文章データが文書作成配送サーバ
１２へ送信され文書作成配送データベース３０の発送者データ４２として格納される。
【００７８】
　続いて、「文書入力」ボタンが選択されて文書データが送信された後に印刷サーバ決定
プログラム３２は発送者端末１４へ、画像登録画面（図８）のデータを送信する。
【００７９】
　送信された発送者端末１４は、画像検索によって、文書の内容に応じた画像データを検
索して選択することや、任意の画像データを入力することができるよう設定される（Ａ６
）。画像検索は、文章の種類を選択して画像を表示させ、適切な画像が表示された際に選
択ボタンで選択できるように構成される。この画像検索用の画像データは、文書作成配送
データベース３０に画像サンプルデータ４４として文章の種類毎に格納される。
【００８０】
　一方、予め発送者端末１４で準備した画像データをアップロードする場合は、アップロ
ードする画像データのファイルを選択することで発送者端末１４から文書作成配送サーバ
１２へ送信されて文書作成配送データベース３０に格納される。すると、印刷サーバ決定
プログラム３２は、発送者端末１４から送信された文書データと画像データとを組合わせ
て配置する見本画像データを生成する（Ｂ２０）。
【００８１】
　印刷サーバ決定プログラム３２は、見本画像データを文書作成配送サーバ１２から発送
者端末１４へ送信する。送信された見本画像データは発送者端末１４の画面(図８）に表
示される（Ａ８）。ここで、さらに修正が必要な場合は、編集ボタンが選択されて、画像
の変更と文章の変更とレイアウトの変更が可能となる。
【００８２】
　編集が完了した場合は、登録ボタンが選択されると見本画像データが確定されて、最終
依頼信号と見本画像データが発送者端末１４から文書作成配送サーバ１へ送信される（Ａ
１０）。
【００８３】
　印刷サーバ決定プログラム３２は、発送者端末１４から最終依頼信号と見本画像データ
を受けると、見本画像データを発送者データ４２に登録する。
【００８４】
　さらに、印刷サーバ決定プログラム３２は、発送者による受取者情報から、住所情報を
集め、住所情報と図9に示され文書作成配送データベース３０に登録されている住所番号
一覧である住所コード５０から、各住所に対応する住所コード番号を抽出する。
【００８５】
　印刷サーバ決定プログラム３２は、抽出された住所コード番号より文書作成配送データ
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ベース３０に登録されている印刷サーバコード５２（図１０）から印刷サーバ１６を決定
する（Ｂ２２）。
【００８６】
　印刷サーバ決定プログラム３２は、決定された印刷サーバ１６へ、印刷先情報を含む表
面データと裏面データと印刷枚数と印刷期限を含む発注情報を送信する（Ｂ２４）。
【００８７】
　続いて印刷サーバ決定プログラム３２は、配送先決定プログラム３４を起動させる。配
送先決定プログラム３４は、抽出された住所コード番号と文書作成配送データベース３０
に登録されている物流サーバコード５４(図１１）とから物流サーバ１８を検索する（Ｂ
２６）。
【００８８】
　物流サーバ１８が検索されて決定すると、配送先決定プログラム３４は、物流サーバ１
８宛に、物流サーバ１８名と配送先情報を含む表面データと裏面データと配送枚数と配送
期限を含む発注情報をメールにて受取者宛に送信する（Ｂ２８）。
【００８９】
　さらに、配送先決定プログラム３４は、発送者にも配送先情報を含む表面データと裏面
データと配送枚数と配送期限を含む発注情報をメールにて受取者宛に送信する（Ｂ３０）
。
【００９０】
　配送先決定プログラム３４は、くじ当選番号決定プログラム３８を起動する。くじ当選
番号決定プログラム３８は、各発送者と各受取者毎に固有のＩＤを発生させる。各ＩＤ番
号は、電子メールで配信する。発送者端末１４と、受取者端末１９に発送する。その後、
各印刷物の配送時期が経過した後に乱数を発生させ、当選ＩＤを選出する（Ｂ３２）。当
選ＩＤを発送者端末１４と、受取者端末１９に発送する。
【００９１】
　続いて、図４は、本発明に係る文書作成配送システムにおける印刷サーバと物流サーバ
のフローチャートを示し、印刷サーバ１６の動作と、物流サーバ１８の動作について以下
に説明する。
【００９２】
　印刷サーバ１６は、その印刷スケジュール作成プログラム８０が文書作成配送サーバ１
２の印刷サーバ決定プログラム３２によって工程Ｂ２４で送信する印刷先情報を含む表面
データと裏面データと印刷枚数と印刷期限を含む発注情報を受信する（Ｃ２、Ｃ４）。
【００９３】
　印刷スケジュール作成プログラム８０は、印刷サーバ１６に接続されるプリンタの稼動
状況を印刷データベース７８にある印刷サーバスケジュールデータ８４から抽出し、印刷
が可能か否かを判定する（Ｃ６）。
【００９４】
　印刷が可能な場合は、印刷プログラム８２を起動する。起動された印刷プログラム８２
はプリンタを起動して発注された印刷先情報を含む表面データと裏面データと印刷枚数と
印刷期限を含む発注情報に従って印刷物を印刷する。このため、印刷完了時間が確定する
。
【００９５】
　一方、印刷スケジュール作成プログラム８０は、印刷サーバ１６に接続されるプリンタ
の稼動状況を印刷データベース７８にある印刷サーバスケジュールデータ８４から抽出し
て即時印刷が不可能な場合は、図１２に示される印刷サーバスケジュールデータ８４より
空き時間を抽出する。そこで、印刷スケジュール作成プログラム８０が抽出された空き時
間に予約データとして、時刻と予め個別に定める文書番号と枚数とを記録する（Ｃ８）。
このため印刷可能時間が決定される。
【００９６】
　印刷スケジュール作成プログラム８０は、印刷が完了して確定した印刷時間、あるいは



(13) JP 4142684 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

印刷サーバスケジュールデータ８４に予定された印刷完了時間を物流サーバ１８へ送信す
る（Ｃ１０）。
【００９７】
　その後、印刷プログラム８２が予定時刻に印刷を開始する（Ｃ１２）。
【００９８】
　物流サーバ１８は、文書作成配送サーバ１２から配送情報を受信する（Ｄ２）。
【００９９】
　そこで、物流サーバ１８の配送スケジュール作成プログラム９６は、予め通知されてい
る印刷サーバ１６のある場所への受け取り者が到達する順序と予定時間とからなる物流サ
ーバスケジュールデータ(図１３）を仮決定する（Ｄ４）。予め隣接する印刷サーバ１６
同士を結ぶ配送順序を定めておき、その順序で受け取りに回るルートと、時間の順序で受
け取るルートを選択できるように定める。
【０１００】
　続いて物流サーバ１８の配送スケジュール作成プログラム９６は、印刷サーバ１６から
印刷時間を受信する（Ｄ６）。
【０１０１】
　配送スケジュール作成プログラム９６は、受信した印刷時間から最終的な配送スケジュ
ール(図１３）を生成する（Ｄ８）。
【０１０２】
　本発明を実施することにより文章データの作成地と実際に文書の印刷地を受取人の近辺
とすることで、運送による物流コストと物流時間を大幅に削減可能である。
【０１０３】
　本発明を実施することにより印刷のスケジューリングと、物流のスケジューリングを可
能とするために、大量の文書を計画的に安価に印刷並びに配送することができる。
【０１０４】
　また、本発明を実施することにより付加価値のある広告やクイズなどを実現可能である
。
【０１０５】
　さらに、本発明の送付文書として、年賀状と、暑中見舞いと、ダイレクトメール、また
封書が想定されるが、例えば、選挙における投票所入場券を扱うこともできる。この場合
、発送者は選挙管理委員会であり、受取人は有権者であり、表面データは受取人である有
権者の住所と氏名と郵便番号から構成され、裏面データは、選挙名簿番号と、投票区名と
、受取人の住所氏名と、投票日時と、投票会場名と、選挙管理委員会名が記載されている
のが望ましい。
【実施例２】
【０１０６】
　本発明に係る文書作成配送システムの実施例２である全体構成図を図１４に示す。
【０１０７】
　実施例２は、実施例１が文書を編集するプログラムが文書作成配送サーバ１２に格納さ
れているのに対して、文書を編集するプログラムである総合文書作成プログラム１０６が
発送者端末１４に格納されている点が異なる。この違いを中心に説明する。
【０１０８】
　まずは、構成の差異について図１４を用いて説明する。
【０１０９】
　発送者端末１４は、さらに端末データベース１０４と接続される。端末データベース１
０４は、半導体を含む固体素子による記憶媒体、またはハードディスクドライブに代表さ
れる磁気記憶媒体、また、データ書込みと読込みが可能であれば、ＤＶＤ－ＲＷ，ＤＶＤ
－ＲＡＭ，ＣＤ－ＲＷ、ＵＳＢメモリその他の移動可能な記憶媒体とその駆動装置であっ
てもよい。
【０１１０】
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　この端末データベース１０４には、総合文書作成プログラム１０６と個別作成データ１
０８が格納される。
【０１１１】
　総合文書作成プログラム１０６は、葉書や文書に印刷するための文書データと画像デー
タを生成するプログラムである。その詳細なフローについては後述する。具体的にはワー
ドプロセッサー・ソフトウェア、ドローイング・ソフトウェア、プレゼンテーション・ソ
フトウェア、年賀状作成ソフトウェア等が相当する。
【０１１２】
　個別作成データ１０８は、総合文書作成プログラム１０６で生成された文書と画像とを
組合わせた、葉書用または文書用のデータである。発送者端末１４上で生成されて、文書
作成配送サーバ１２に送信するために保管する。
【０１１３】
　このような構成とすることで、個別作成データ１０８を特定の総合文書作成プログラム
１０６で作成しても、本発明に係る文書作成配送システムでの生成が可能である。
【０１１４】
　続いて、図１５に示すように本発明に係る文書作成配送システムの実施例２のフローチ
ャートを示す。
【０１１５】
　このフローチャートにおいて葉書発送情報送信が、実施例１のフローチャート図３と大
きく異なるのは、文書作成配送サーバ１２にアクセスする前に、総合文書作成プログラム
１０６で個別作成データ１０８を生成することにある。すなわち、専門ソフトウェアであ
る、総合文書作成プログラム１０６で葉書の裏面データを文書と画像を組合わせて作成す
ることにある（Ｅ２）。
【０１１６】
　その後、発送者情報入力（Ｅ４）工程と、受取者情報入力（Ｅ６）工程は実施例１と同
様である。
【０１１７】
　裏面情報入力（Ｅ８）工程は、総合文書作成プログラム１０６よる工程（Ｅ２）で生成
された個別作成データ１０８を、文書作成配送サーバ１２に送付する工程である。
【０１１８】
　従って、見本画面表示（Ｅ１０）工程では、見本画面として個別作成データ１０８を表
示する。また、最終依頼（Ｅ１２）工程は実施例１と同様である。
【０１１９】
　一方、印刷情報受信フローにおいては、一工程を除き、実施例１と同一である。すなわ
ち、見本画面は、あらかじめ総合文書作成プログラム１０６よる工程（Ｅ２）で生成して
いるため、生成しない点が実施例１との差異である。この工程を除き実施例１と異なる。
【０１２０】
　このように、発送者端末１４で個別作成データ１０８を生成することで文書作成配送サ
ーバ１２の負担が軽減するという大きな効果がある。
【産業上の利用可能性】
【０１２１】
　本発明を実施することで、発送者端末１４がインターネット２０に接続されていれば文
書の発生が可能であるため、例えば日本国外からの利用も可能である。
【０１２２】
　また、印刷物を配送先の近傍で印刷するため印刷物の物流コストの低減に大きく貢献す
る。
【０１２３】
　また、印刷情報と物流情報とを連携させるため効率化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
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【図１】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システム全体の構成を示す構成図である
。
【図２】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける各サーバ内のプログラ
ム記憶手段の構成を示す構成図である。
【図３】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける発送者端末と文書作成
配送サーバのフローチャートを示す。
【図４】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける印刷サーバと物流サー
バのフローチャートを示す。
【図５】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送サーバに
よって生成される発送人登録画面を示す。
【図６】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送サーバに
よって生成される受取人登録画面を示す。
【図７】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送サーバに
よって生成される文書登録画面を示す。
【図８】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送サーバに
よって生成される画像登録画面を示す。
【図９】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送データベ
ースに記録される住所コードの部分を示す。
【図１０】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送データ
ベースに記録される住所コードの部分を示す。
【図１１】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送データ
ベースに記録される印刷サーバコードの部分を示す。
【図１２】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送データ
ベースに記録される印刷サーバスケジュールデータの一部分を示す。
【図１３】本発明の第１実施例に係る文書作成配送システムにおける文書作成配送データ
ベースに記録される物流サーバスケジュールデータの一部分を示す。
【図１４】本発明の第２実施例に係る文書作成配送システム全体の構成を示す構成図であ
る。
【図１５】本発明の第２実施例に係る文書作成配送システムにおける発送者端末と文書作
成配送サーバのフローチャートを示す。
【符号の説明】
【０１２５】
１０　文書作成配送システム
１２　文書作成配送サーバ
１４　発送者端末
１６　印刷サーバ
１８　物流サーバ
１９　受取者端末
２０　インターネット
２２　データ入力手段
２４　中央制御手段
２６　データ出力手段
２８　プログラム記憶手段
３０　文書作成配送データベース
３２　印刷サーバ決定プログラム
３４　配送先決定プログラム
３６　広告決定プログラム
３８　くじ当選番号決定プログラム
４０　文書番号
４１　ウェブデータ
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４２　発送者データ
４４　文書サンプルデータ
４６　画像サンプルデータ
４８　広告データ
５０　住所コード
５２　印刷サーバコード
５４　物流サーバコード
５６　広告コード
６０　印刷サーバ住所コード
６２　広告住所コード
６４　ウェブブラウザ
６６　メールソフト
６８　データ入力手段
７０　中央制御手段
７２　データ出力手段
７４　プログラム記憶手段
７６　印刷手段
７８　印刷データベース
８０　印刷スケジュール作成プログラム
８２　印刷プログラム
８４　印刷サーバスケジュールデータ
８６　発送者データ
８８　データ入力手段
９０　中央制御手段
９２　データ出力手段
９４　プログラム記憶手段
９６　配送スケジュール作成プログラム
９８　物流サーバスケジュールデータ
１００　配送データベース
１０２　発送者データ
１０４　端末データベース
１０６　総合文書作成プログラム
１０８　個別作成データ
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